
平成23年3月31日

岩手県商工労働観光部経営支援課

地震・津波被災等中小企業の皆様への資金繰り等の対応について


１　各金融機関の対応 
　　各金融機関において相談窓口を開設するとともに、独自に災害復旧貸付等を実施していますので、詳しくは各金融機関にご相談してください

県内営業休止店舗→代替取扱店舗


対　　応

	


	岩手銀行
	大船渡→盛、高田→世田米、釜石・はまゆり・大槌→中妻、宮古・山田→宮古中央、野田→久慈中央の各店舗で対応、大槌に臨時出張所設置(3/30大槌高校内)、山田に臨時出張所設置(3/30山田町役場内)　※業務制限あり
	個人・事業者向け災害復旧特別融資取扱中


東北銀行

	
	高田・大船渡・釜石→遠野、宮古→宮町の各店舗で対応、釜石(中妻出張所ATM駐車場)に臨時出張所を設置(3/28)、高田(竹駒町館117-2国道340号沿い)・大船渡(ｻﾝ･ﾘｱ内)に臨時出張所を設置(3/29)　※業務制限あり
	個人・事業者向け被災者支援特別ローン取扱中




個人・事業者向け災害復旧資金取扱中

	

	宮古信用金庫
	駅前、千徳(0193-63-1311)、みなみ(0193-63-8282)の各店舗のみで営業
	


気仙沼信用金庫


	大船渡→気仙沼駅前(0226-23-1020)・津谷支店で対応
	
	


　　なお、次の休業中の手形交換所に参加している銀行（店舗）が支払場所となっている手形の取扱いについては、取引銀行（店舗又は本店）に対して相談してください。
■休業中の手形交換所
○釜石手形交換所　釜石市鈴子町15-7（岩手銀行釜石支店内） 

○宮古手形交換所　宮古市末広町7-20（岩手銀行宮古中央支店内） 

○陸前高田手形交換所　陸前高田市高田町字大町25番地（岩手銀行高田支店内） 

○大船渡手形交換所　大船渡市大船渡町字茶屋前80-2（岩手銀行大船渡支店内） 

２　県の対応 
(1)　資金繰り等の相談対応

県庁経営支援課（019-629-5543、5542、5541）において、県融資制度の紹介など資金繰り相談に応じています。（当面毎日9:00～17:00）

その他、各広域振興局等においても相談対応を行っています。
	相談機関
	場所・連絡先

	盛岡広域振興局経営企画部産業振興課
（月）～（金）9時～16時
	盛岡市内丸11-1　盛岡地区合同庁舎3F

TEL：019-629-6512

	県南広域振興局経営企画部観光労働商業課
（月）～（金）9時～16時
	奥州市水沢区大手町1-2　奥州地区合同庁舎2F

TEL：0197-22-3008

	沿岸広域振興局経営企画部産業振興課
（釜石商工会議所と相談窓口合同開設）

当面毎日9時～16時
	釜石市新町6-50　釜石地区合同庁舎　

TEL：0193-25-2701
※窓口開設場所：釜石合同庁舎1F、釜石ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙ(3/31迄)

4/1以降は釜石合庁1F、ﾁｽｶﾞﾋﾞﾙ2F(釜石市中妻町3-2-5、080-2818-4137、080-2818-3894)で対応

	沿岸広域振興局経営企画部

宮古地域振興センター地域振興課

当面毎日9時～16時
	宮古市五月町1-20　宮古地区合同庁舎2F

TEL：0193-64-2211

	沿岸広域振興局経営企画部

大船渡地域振興センター地域振興課

当面毎日9時～16時
	大船渡市猪川町字前田6-1　大船渡地区合同庁舎1F

電話不通

	県北広域振興局経営企画部産業振興課
（月）～（金）9時～16時
	久慈市八日町1-1　久慈地区合同庁舎3F

TEL：0194-53-4981

	県北広域振興局経営企画部

二戸地域振興センター地域振興課
（月）～（金）9時～16時
	二戸市石切所字荷渡6-3　二戸地区合同庁舎4F

TEL：0195-23-9201


(2)　金融支援（県融資制度）の実施　　※　いずれも申込先は県内金融機関
■【既に実施中の対策】
○ 岩手県中小企業災害復旧資金　※建物等に直接被害を受けた方が対象
［取扱期間］平成23年3月18日～平成24年3月31日
対象：災害救助法の適用を受けた全市町村区域において、事務所又は事業所が罹災した中小企業者で、市町村等が発行する罹災証明を受けた方。

	貸付限度額
	貸付利率
	保証料率
	貸付期間
（据置期間）
	担保・保証条件

	設備・運転資金

1,000万円以内(併用は1千万円以内)


	3年以内　

年1.7%以内（固定）
3年超10年以内

年1.9%以内（固定）
(ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証利用-年0.1%引下げ)
	年0.45%～1.5%

（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証利用-年0.6％又は0.7%）

※保証料は県が全額補給
	設備・運転資金ともに10年以内（3年以内）
	無担保、第三者保証人不要



■【新たな対策】

○ 県制度融資の返済期間の延長措置　※建物等に被害を受けていない方も対象


○ 中小企業経営安定資金に「災害対策枠」を創設　
※建物等に被害を受けていない方も対象
［取扱期間］平成23年4月1日～平成24年3月31日

対象：平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波発生後に、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して3％以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月期に比して3％以上減少することが見込まれる方。
	貸付限度額
	貸付利率
	保証料率
	貸付期間
（据置期間）
	担保・保証条件

	運転資金

8,000万円以内
(ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証利用-別枠で8,000万円以内)
	3年以内　

年2.1%以内（固定）
3年超10年以内

年2.3%以内（固定）
10年超15年以内

年2.5%以内（固定）
(ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証利用-年0.1%引下げ)
	年0.45%～1.5%
（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証-年0.6%又は0.7%）
	15年以内（3年以内）
	金融機関の所定条件、法人の代表者を除き保証人不要


※このほか、次の既存の県単融資制度もご利用いただけます。
○　中小企業経営安定資金［一般対策］

対象：県内に事業所を置く中小企業者で売上減少や経営の安定に支障を来すおそれのある方。
	貸付限度額
	貸付利率
	保証料率
	貸付期間
（据置期間）
	担保・保証条件

	8,000万円以内
	3年以内　

年2.1%以内（固定）

3年超10年以内

年2.3%以内（固定）

10年超15年以内

年2.5%以内（固定）(ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証利用－年0.1%引下げ)
	年0.45%～1.5%（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証－年0.6%又は0.7%）
	運転資金15年以内（3年以内）
	金融機関の所定条件、法人の代表者を除き保証人不要


○　商工観光振興資金　

対象：県内に事業所を置く中小企業者で設備の改善や事業の推進を図る方。
	貸付限度額
	貸付利率
	保証料率
	貸付期間
（据置期間）
	担保・保証条件

	設備資金

1億円以内

運転資金

5千万円以内

※併用は1億円以内
	3年以内　

年1.9%以内（変動）

3年超10年以内

年2.1%以内（変動）

10年超15年以内

年2.3%以内(変動)

(ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証利用－年0.1%引下げ)
	年0.45%～1.5%

（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証 －年0.6%又は0.7%）
	設備資金15年以内（2年以内）

運転資金10年以内（1年以内）
	金融機関の所定条件、法人の代表者を除き保証人不要


○　小口事業資金　

対象：県内に事業所を置く中小企業者で小口の資金が必要な方や小規模事業者の方。
普通小口資金－小口の資金が必要な場合
	貸付限度額
	貸付利率
	保証料率
	貸付期間
（据置期間）
	担保・保証条件

	1.250万円
	3年以内　

年2.1%以内（固定）

3年超7年以内

年2.3%以内（固定）
	年0.45%～1.5%
	設備資金7年以内（1年以内）

運転資金5年以内（1年以内）
	無担保、法人の代表者を除き保証人不要


特別小口資金－小規模事業者(従業員20人〔商業・サービス業5人以下〕)で小口資金が必要な場合
【対象要件】（いずれも該当）※下記の小規模小口資金は本要件なし
①県内で1年以上継続して同一事業を営んでいる

②所得税、事業税等を完納している

③岩手県信用保証協会の保証債務残高がない
	貸付限度額
	貸付利率
	保証料率
	貸付期間
（据置期間）
	担保・保証条件

	1.250万円
	3年以内　

年2.0%以内（固定）

3年超7年以内

年2.2%以内（固定）
	年0.7%
	設備資金7年以内（1年以内）

運転資金5年以内（1年以内）
	無担保、無保証人


小規模小口資金－小規模事業者(従業員20人〔商業・サービス業5人以下〕)で小口資金が必要な場合
	貸付限度額
	貸付利率
	保証料率
	貸付期間
（据置期間）
	担保・保証条件

	1.250万円
	3年以内　

年1.95%以内（固定）
3年超7年以内

年2.15%以内（固定）
	年0.45%～1.5%（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証 －年0.7%）
	設備資金7年以内（1年以内）

運転資金5年以内（1年以内）
	無担保、無保証人


３　国の対応 
　　東北財務局（022-721-7078）及び盛岡財務事務所（019-625-3353）では、預金、融資、証券、生命・損害保険などの相談に応じています。（東北財務局は当面毎日9:00～17:45、盛岡財務事務所は月～金〔祝日除く〕8:30～17:15）
４　信用保証に関する対応 
　　岩手県信用保証協会では、当面の間、釜石支所、宮古支所、大船渡支所の3支所を休止し、既融資に係る保証の取扱いや保証申込及び相談については、本所に「沿岸3支所統合臨時営業室」（019-654-1505）を設置して受付していますのでご相談ください。
それ以外の本所営業部（0120-972-150）、一関支所（0191-23-2533）、二戸支所（0195-23-4115）、奥州支所（0197-25-3171）に関しては、通常どおり営業しています。
５　政府系金融機関の対応 
　(1)　日本政策金融公庫（国民生活事業・中小企業事業）

盛岡・一関・八戸の各支店では、融資・返済相談に応じるとともに、災害復旧貸付を行っています。詳しくは金融機関にお問い合わせください（0120-154-505）。
　(2)　商工組合中央金庫

融資・返済相談に応じるとともに、災害復旧資金を取り扱っています。詳しくは盛岡支店（019-622-4185）にお問い合わせください。
６　商工団体の対応 
　　大船渡、宮古、釜石の各商工会議所、陸前高田、大槌、山田町、野田村の各商工会を除き、県内各商工会議所、商工会、県中小企業団体中央会、いわて産業振興センターにおいて、通常に事務所内で経営・金融相談等に対応しています。

なお、大槌、山田町の各商工会については、事務所の被災により現在のところ対応ができませんが、これらの地域の事業者等からの相談には、上記の他の商工団体で対応しています。
　　また、盛岡商工会議所（019-624-5880）、岩手県商工会連合会（019-622-4165）、岩手県中小企業団体中央会（019-624-1363）、いわて産業振興センター（019-631-3822・3823）では、県内全域からの相談に対応します。

　○　事務所被災商工団体の対応状況

対　　応

	
	


・高田町鳴石団地内に仮設事務所(テント)を設置し相談対応
	（3/30～
・同仮設事務所で日本政策金融公庫一関支店と合同で金融特別相談会開催予定(4/710:00～16:00)）
	


	野田村商工会
	・㈲ｱﾝﾊﾞｰﾊｰﾄを借りて仮事務所設置、会員の相談対応(3/24～)

	大船渡商工会議所
	・ハローワーク事務所２階に仮事務所設置
・仮相談所を昭和保育園下の駐車場空き地にテントで設置(3/25～、相談時間9:00～15:00)
・仮事務所をサン･リア2階に開設予定（4/4～、営業時間10:00～18:00）



	・4/1以降は釜石合庁1F、ﾁｽｶﾞﾋﾞﾙ2F(釜石市中妻町3-2-5、080-2818-4137、080-2818-3894)で対応予定
	


	宮古商工会議所
	・日本政策金融公庫と共同で個別経営相談開催予定(3/28実施済、4/1･6･11･12実施予定)

※毎回20社限定事前予約-4/1・6は受付終了


　
　　国、県では、すべての金融機関に対し、資金繰りでお困りの被災等中小企業の皆様への迅速・柔軟な対応を要請していますので、まずは金融機関（お取引の支店又は本店）にご相談ください。


　　　なお、県、関係機関では、次の通り地震・津波被災中小企業への資金繰り等の支援対策を行っておりますので、どうぞご利用ください。








 要請の内容 


○　今回の災害の影響を直接、間接に受けている中小企業者からの借入金の返済猶予等やつなぎ資金の借入の申込みについて、できる限り応じること。


借入時申込み時の提出書類等を必要最小限にものとすること。


（注）中小企業金融円滑化法に基づき、金融機関では中小企業者からの、既存借入金の返済期間の延長や借換えなどの申し出に対して、債務弁済の負担軽減にできるだけ応じています。


　○　災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡りとしないこと。


（注）手形には、「災害による」旨の記載をした「不渡付箋」が貼られますが、手形交換所規則に基づく不渡処分（不渡報告への掲載及び取引停止処分）は猶予されます。


　○　預金の払い戻しについて、通帳等を紛失した場合でも、弾力的かつ迅速な対応を行うこと。


（注）預金通帳、証書、届出の印鑑等を紛失した場合でも、預金者ご本人の確認を前提に預金の払い戻しを行ったり、定期預金等の期日前払い戻し等についても、個々の事情に応じて対応することとしています。


　○　保険金の支払いについて、できるだけ迅速に行うこと。（損害保険・生命保険）





≪市町村等による罹災証明について≫


被災地域の状況に鑑み、罹災証明書を受けることが困難な市町村区域（沿岸地域）においては、当面の間、金融機関又は保証協会が罹災状況を確認することで、証明書を受けない罹災中小企業者も貸付対象者とします。





［貸付期間の延長］


今般の災害による影響で、既に借入している県制度融資の返済にお困りの中小企業の皆様に対して、最長３年間の返済期間の延長ができるよう措置しました。


［据置期間の設定］


延長した期間を元金返済の据置期間として設定することもできます。


［対象制度］


全制度が対象となります。


商工観光振興資金、小口事業資金、中小企業経営安定資金、いわて起業家育成資金、中小小売商業者等強化支援資金、中小企業災害復旧資金、中小企業成長応援資金、創造的中小企業支援資金、県北・沿岸地域中小企業振興特別資金、企業立地促進資金、環境創造資金、ひとにやさしいまちづくり推進資金、いわて建設業経営革新特別資金


［取扱期間］


平成23年3月30日～平成24年3月31日


［ご相談先］


詳しくは、貸付金融機関にご相談ください。
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